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34 補足資料

(8.1.10.)_税

務署への通知_

出力条件

項番　８　自治

体独自の文字

コード（外字）

で登録された文

字

自治体独自の文字コード（外字）で登録された文字 JIS X 0213:2012の範囲外の文字 「自治体独自の文字コード（外字）」の意味合いが不明確なため。

（「文字コード」の意味がデータ要件標準仕様書と同一だとして）文字

コードによってどこからが外字扱いとなるか差異があることや、独自の文

字コードを使用する場合でもMJ+との対応付けは行っている前提であ

り、JIS X 0213:2020の範囲内の文字については全て変換可能であ

る想定であることから、「JIS X 0213:2012の範囲外の文字」と明示す

べきと考える。

報告 ご意見を踏まえて、仕様の明確化のため、固定資産税の機能要件の補足資料(8.1.10.)_税務署

への通知_出力条件　項番　８

について、以下のとおり修正いたします。

修正前：自治体独自の文字コード（外字）で登録された文字

修正後：JIS X 0213:2012の範囲外の文字

賛成 承知しました。 賛成 賛成 東京都は帳票要件にのみ準拠する方針であるこ

とを申し添えます。

意見 補足資料(8.1.10.)_税務署への通知_出力条件　項番

８には「外字については、標準仕様書の文字要件に従って

出力する。」という記載がありますが、標準仕様書がデータ要

件・連携要件標準仕様書を指しているのであれば、データ

要件・連携要件標準仕様書の文字要件には「「外字」には

様々な定義があるが、ここでは、「使用するシステムに標準

で搭載されず、特別に追加で作られた文字であって、ユーザ

が独自に設定するため基幹業務システム間での連携はでき

ないもの」と定義しており、」と記載されており「JIS X

0213:2012の範囲外の文字」に限定されるものではありま

せんので、修正前の表記を残して頂きますようお願いします。

3 0 0 検討の結果、文字要件について原則デジタル庁に一任し、表記

は変更しないこととします。

262 120015 軽減類型、根拠、開始年度、終了年度、適用を受ける地積など管理

する記述無し。

・軽減類型、根拠、開始年度、終了年度、適用を受ける地積 ⑦：業務

効率化

軽減情報について、特例とは別に管理する必要があるため。 特例情報は課標計算に、軽減情報は税額計算に、それぞれ影響す

るため、情報を分けて管理する必要がある。

報告 特例類型（課税標準特例、税額特例）は、機能ID:0120033、0120105、0120140　にて

複数登録できることとしているため、反映いたしません。

・適用する固定資産税の特例類型、非課税類型、減免類型については、複数登録ができること。

確認

特例の適用は計算に影響することから、連乗規定がある場合

に限り複数登録可能として明記が必要ではないか。

賛成 賛成 東京都は帳票要件にのみ準拠する方針であるこ

とを申し添えます。

2 0 0
原則賛成多数につき、機能要件の反映は実施不要と想定しま

す。なお、一部ベンダーの指摘事項については、デジタル庁にて基

本データリストを改修することにより、改善される見込みです。

273 120237 「送付先が設定されている場合」 「納税義務者氏名とは別の送付先氏名が設定されている場合」 ④：現行

事務処理・

現行機能

の踏襲

「送付先が設定されている場合」とした場合、

「山田　太郎様（山田 太郎 様分）」

と印字される仕様と受け取られかねないため。

左記のとおり 質問 機能ID：0120237において、仕様書を詳細化する観点から、下記のとおり修正することを検討して

いますが、よろしいでしょうか。

修正前

「送付先が設定されている場合」

修正後

「納税義務者氏名とは別の送付先氏名が設定されている場合」

賛成 問題ございません。 賛成 賛成 賛成 賛成 問題ありません。 賛成 賛成 東京都は帳票要件にのみ準拠する方針であるこ

とを申し添えます。

賛成 賛成 当市で出した意見のため賛成です。反映していただきありがとうござ

います。

賛成 その他 書類は「その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所又は

事業所に送達する。」(法第20条)とあることから、本来、納税

義務者・納税管理人等の代理人以外の宛名で送付すること

は送達の効力に疑義が生じます。

ついては、「送付先が設定されている場合」の宛名は納税義

務者氏名のみを印字する仕様で運用すべきと考えます。

市区町村の実務に関する事項のため、回答を控えます。 10 0 1

機能要件の表記は変更せず、要件の考え方・理由に以下の想

定運用を補記します。

送付先の受取人等が宛名の記載から、どの課税対象者分かを判

断するための機能であり、住民等へのサービス向上を目的とした機

能である。

また本機能は、送付先の者と納税義務者が異なる場合の機能

である。

302 ー 新年度の証明書について、賦課決定または価格決定がされていない

場合の発行制御ができるよう、発行不可とする期間や発行可能となる

日付の設定ができること。

更正入力のあと、賦課決定（通知書発布）がまだされていない場

合、アラート表示（変更前の内容で発行して良いか）することができる

こと。

⑥：住民

サービス向

上

更正入力から通知書発布までの間に証明申請があった場合、短期間

で証明書の内容が変更になるため、申請者にその旨を伝えて後日申

請するよう案内するべきであるため。

修正後要件は、個人住民税業務内の機能要件（0100625、

0100626）から引用している。証明書の種類によってアラートの条件

が異なるのは望ましくないため。

賦課決定または価格決定がされていない場合は発行制御し、発行可

能となる日付を申請者に案内する。

更正から通知書発布（≠更正の処理日）までの期間は、アラート表

示により、申請者に変更前の内容で発行してよいか確認し、必要に応

じて変更後の証明が発行できる日付を案内する。

質問 地方団体から、証明書発行機能において、

新年度の証明書について、賦課決定または価格決定がされていない場合の発行制御ができるよ

う、発行不可とする期間や発行可能となる日付の設定ができること。

更正入力のあと、賦課決定（通知書発布）がまだされていない場合、アラート表示（変更前の内

容で発行して良いか）することができること。

を要件化してほしいとの意見がございました。

個人住民税の機能要件と同意見であり、（機能ID：0100625、0100626）

一定業務において必要な処理かと思われました。

本機能要件を標準オプション機能として実装することを検討していますが、問題ないでしょうか。

賛成 問題ございません。 賛成 賛成 賛成 賛成 問題ありません。 賛成 賛成 東京都は帳票要件にのみ準拠する方針であるこ

とを申し添えます。

賛成 問題ないです。 賛成 当市の現行システムでも同様の機能があります。新年度の賦課決

定・価格決定以外に、毎月の更正処理の際、税額変更の作業が

終わってない場合にも同様のアラートが出るような機能があると証

明書発行の際に役立つと思います。

賛成 賛成 本要件が実装されない場合、発行誤りや証明発行窓口への

連絡など、事務が煩雑になることが想定されるため有用と考え

ます。

市区町村の実務に関する事項のため、回答を控えます。 11 0 0 反対意見もなく、ベンダーからも賛成意見を頂戴しているため、記

載の通りに要件化します。

418 120031 実装必須機能 標準オプション機能 ⑤：過剰

な要件

指定都市要件における協議において「標準オプション機能」への変更と

して意見が出ており、修正素案が受け入れられた上で住登者が追加さ

れたものと認識していました。必須機能とすることは過剰な要件と考え

ます。

住民、住登外者も含めて、必要に応じて、死亡年月日を確認し、設

定する。

報告 地方団体及びベンダーから、エラーとすることで業務が煩雑になるとのご意見を受けため、以下のとおり

緩和いたします。

機能ID:0120031

住登者・住登外者において、納税義務者（登記名義人）として登録されている場合、納税義務

者を現所有者である者に変更するときには、変更前の納税義務者（登記名義人）の死亡年月

日（不詳等の入力も可）を入力しなければ変更処理を行えないこととする。の設定がない場合

にエラー又はアラートが表示されること。

賛成 問題ございません。 賛成 支障なし 賛成 支障なし 死亡年月日が不詳でもOKなら実務的に問

題ありません。

支障はありませんが、事務の効率化を阻害するもので

す。

死亡年月日を管理することで得られるメリットの想定が

つかない一方で、入力のための手間が生じること、管理

項目が増えることによる操作職員の視認性の低下等の

事務効率上のデメリット、管理項目が増えることによるシ

ステム設計負担、容量負担等のシステム上のデメリット

が想定されます。実装必須である場合、全て不詳として

入力することを想定しています。

賛成 賛成 東京都は帳票要件にのみ準拠する方針であるこ

とを申し添えます。

賛成 賛成 特に問題ありません。 住登外者について翌年度向けに賦課替えを行う際に余

計なひと手間が加わってしまう。現在の運用上、住登外

者の死亡日を管理する必要性は感じていない。標準オ

プション機能でよいと考える。

その他 現所有者認定の件数も限られており、死亡日の不詳入力も

可能であることから、実務上仕様に問題があるとは思いません

が、必須機能とは考えていません。

市区町村の実務に関する事項のため、回答を控えます。 7 0 1

不動産登記法改正に伴い、登記官が地方団体へ必要な情報の

提供を求める規定が新設され、地方団体から登記所に対して、

死亡の符号等(死亡年月日を含む。）の通知を行う運用を想定

しているため、死亡年月日は確実に管理してもらうため本要件を

追加いたしました。

またWTのなかで、死亡年月日については管理する必要のある項

目であるとの意見もございましたので、現行の記載を変更しないこ

とといたします。

備考に上記により機能要件が要件化されている旨を記載し、ま

た、死亡年月日不詳入力も許容することも付記いたします。

449 120239 共有者グループに対して固定資産税の納税通知書、課税明細書、納

付書、更正価格決定通知書等を以下の出力設定で一括または個別

で発行できること。

共有者グループに対して固定資産税の納税通知書、課税明細書、納

付書、更正価格決定通知書等を以下の出力設定で一括または個別

で発行できること。

共有者全員に納税通知書を送付する場合、納付方法について共有

代表者以外には表示させない制御ができること。

①：地方

税法（法

律・政令・

省令）への

準拠・外部

機関

（eLTAX

等）への対

応

口座振替の手続きがされている場合、口座情報は個人情報に該当す

るため。

口座振替の手続きがされている場合、口座情報は個人情報に該当す

るため。

報告 他の賦課税目と記載ぶりをあわせるため、印字項目「口座番号」の備考欄に「一部を伏字で表示す

ること。」と追記いたします。

賛成 承知しました。 賛成 賛成 東京都は帳票要件にのみ準拠する方針であるこ

とを申し添えます。

3 0 0
反対意見もなく、ベンダーからも賛成意見を頂戴しているため、記

載の通りに反映します。

※本要件は諸元表_納税通知書へ反映します

516 120190 代理人等情報（肩書（納税承継人、破産管財人….、その他） 代理人等情報の肩書の１つに、「相続財産清算人」を追加 ①：地方

税法（法

律・政令・

省令）への

準拠・外部

機関

（eLTAX

等）への対

応

改正民法９５２条第１項の規定による。（令和５年４月１日施

行）

納税義務者情報の適切な登録のため 報告 固定資産における代理人等情報の肩書を、税務共通における肩書にあわせて修正いたします。

固定資産における代理人等情報の肩書：肩書（納税承継人、破産管財人、相続人・包括受遺

者、納税管理人、法定代理人、その他）

税務共通における代理人等情報の肩書（実装必須）：

・肩書（相続人代表者、相続財産管理人、清算人、管財人、納税承継人、破産管財人、相続

人・包括受遺者、納税管理人、法定代理人、成年後見人、保佐人、補助人、その他）

相続人の存在、不存在が明らかでないときに家庭裁判所が選

任した清算人であるとして区別したい場合に使用するものと想

定しています。

反対 必要なし 反対 必要なし 「相続財産清算人」（当市においては「相続

財産管理人」と呼んでいます）の肩書があれ

ばいいとは思いますが、特段必要ではありませ

ん。

反対 追加の必要はありません。 賛成

相続財産清算人が納税義務者に代わる者として、扱わなければ、問題

ないと思います。

賛成 相続財産清算人制度は令和５年４月１日か

ら施行された制度であり、今後増えると考えられ

ます。そのため、実例が蓄積されているものではご

ざいませんが、追加する必要はあると考えます。

なお、東京都は帳票要件にのみ準拠する方針で

あることを申し添えます。

無 賛成 「相続財産清算人」の追加は、賛成です。

あわせて三鷹市からも提案させてください。

代理人等情報の括弧書きの中に「現所有者」の４文字も追加し

ていただけないでしょうか？

賛成 相続財産清算人が選任され、相続財産清算人に通知を送付する際に使用する。賛成 現行システムでは、以下の肩書を管理しています。

１　納税管理人

２　破産管財人

３　清算人

４　相続財産管理人

５　相続人

６　相続人代表

７　その他

８　成年後見人

証明発行の窓口対応等において、設定されている代理人に

応じた書類の確認・案内をしているため、肩書管理ができれば

有用と考えます。

市区町村の実務に関する事項のため、回答を控えます。 5 3 0

一部反対意見はございましたが、「現状の運用からは不要と想定

される」といった意見であり、一部の回答のとおり今後増加すること

が想定されます。原則記載のとおりに反映します。

なお、「相続財産管理人」は「相続財産清算人」に記載を改めま

す。

638 0120002 土地登記情報を課税台帳上で管理（設定・保持・修正）できるこ

と。同一の地番に複数の土地登記情報がある場合には区別して管理

（設定・保持・修正）できること。課税台帳上で年度管理ができるこ

と。

＜土地登記情報＞

【以下の事項は、令和4年度税制改正で追加】

・死亡の符号

・相続人申告登記（法定相続人として申出をした者の氏名･住所）

・会社法人等番号

・外国居住者の国内連絡先

・検索用情報

・DV被害者等の「住所に代わる事項」

該当項番の実装類型を「実装してもしなくても良い」に変更

もしくは

「死亡の符号」をもとに、納税義務者マスタに死亡日を設定できること

に変更

④：現行

事務処理・

現行機能

の踏襲

課税台帳には、原則として課税するために必要な項目を管理するのが

望ましいと考えます。

課税に直接必要の無い項目は管理すべきではないと考えます。

※今後の法改正も含めて安易に法令通りに機能要件に記載するので

はなく、実務に則した解釈を行った上で要件化していただくことを強く希

望します。

それぞれの項目をもとに、納税義務者マスタに設定する運用を行うこと

が現実的です。

※登記ごとに管理することは実務にそぐわないです。

質問 登記済通知によって通知された左記項目について、登記マスタごとではなく、納税義務者マスタごと

に管理することはできるのでしょうか。

賛成 【令和4年度税制改正で追加】する項目については、趣旨から

鑑みて物件単位ではなく、納税義務者単位で保持するべき情

報であると理解しています。しかしながら、連携仕様が開示され

ていないことから、納税義務者情報として管理できるかどうか判

断ができません。早期に連携仕様を開示いただくことを希望いた

します。なお、検索用情報の明確化やDV被害者等の「住所に

代わる事項」が解除される場合、どういったデータで連携されるか

について情報開示をお願いいたします。

システム上のことはわかりません。 賛成 納税義務者マスタで管理すべきと考えます。

登記マスタごとでは事務が煩雑になります。

賛成(実務

上は)

システム上の設計・対応が可能かどうかは自治体での判

断は困難なためベンダに確認いただきたいが、難しいので

はないかと考えます。なお、本件関連データについて登

記所からの済通がどのような形式となるのかによってシス

テム上の対応判断が大きく左右されるものと思われま

す。

実務上は、意見趣旨は賛成です。共有土地の場合に

も死亡の符合を設定するのは疑問もありますので筆ごと

の管理は妥当ではないと考えます。実務上は済通の死

亡のフラグを確認した場合に、当該死亡者の納税義務

者マスタを手修正する運用かと思われます。

賛成 ベンダーに確認する時間がありませんでしたので、本市における正確な運用

は不明です。

反対 資産毎に別々に管理すべき項目であるため、納

税義務者マスタに設定すべき項目ではないと考え

ます。

なお、東京都は帳票要件にのみ準拠する方針で

あることを申し添えます。

可 賛成 土地評価の観点からすると直接関係がないため、台帳での管理は

不要と考えます。ただし、左記に追加される情報についてシステム

上管理する必要があるので、納税義務者マスタに設定し機能

ID210001に記載のある「所有者情報」で管理するのはどうかと考

えます。また、それであれば土地に限らず、家屋登記情報も同様

の管理方法がいいと思います。現行システムでも「所有者管理」を

行う画面がありそこに所有者等の電話番号を管理しています。

現行システムの納税義務者マスタで管理できるのでは、

死亡の符号、会社法人等番号のみ。

その他 法務局の登記通知に基づく情報はのうち、左記情報は物件

に基づく情報ではなく、人に基づく情報になるため、登記ごとで

の管理ではなく、納税義務者ごとの管理が望ましいと考えます

が、システム上の取込み可否や管理可能かどうかは不明です。

市区町村の実務に関する事項のため、回答を控えます。 4 1 1

本意見は従前からベンダWT等でいただいていた事項です。

趣旨としては、登記所から登記済通知によって通知されるC列に

記載の項目を物件ごとに管理するのは過剰ではないか、管理項

目は「人」にかかる管理項目であるため、物件を人単位で名寄で

きる固定資産システムにおいて、はたして物件ごとに管理する必

要があるのか、という意見と思料しております。

本来は、固定資産の所有者探索等において必要な項目であり、

必ずしも登記物件ごとに管理する必要はないと考えるため、修正

案のとおり登記マスタごとではなく納税義務者マスタごとに管理す

ること（実装必須）といたします。

また、機能ID：0120002において標準オプションに緩和いたしま

すが、物件ごとに管理する機能も保持しております。

31 補足資料

(8.1.10.)_税

務署への通知_

出力条件

項番　１　文字

コード

UTF-8（BOM無し） JIS X 0221:2020 用語の使い方について、データ要件・連携要件標準仕様書と統一すべ

きと考える。

報告 一般的には「UTF-8と指定するだけで、JIS X 0221を文字コードとして使用することを併せて意味す

る」と解釈されることもあるが、明確化のため、文字コード及び符号化形式の両方とも指定すべきであ

るため、ご意見のとおりに要件化します。

賛成 承知しました。 賛成 賛成 東京都は帳票要件にのみ準拠する方針であるこ

とを申し添えます。

3 0 0 反対意見もなく、ベンダーからも賛成意見を頂戴しているため、記

載について国税庁と調整いたします。

187 120270 分筆・合筆処理において、合筆によって地番が存在しなくなった筆につ

いては閉鎖とすること。

また、分筆・合筆処理に誤りがあった場合には、分筆により誤って作られ

た筆については閉鎖とし、合筆によって誤って削除された筆については閉

鎖を解除できるようにすること。

分筆・合筆処理において、合筆によって地番が存在しなくなった筆につ

いては閉鎖とすること。

また、分筆・合筆処理に誤りがあった場合には、分筆により誤って作られ

た筆については閉鎖とし、合筆によって誤って削除された筆については閉

鎖を解除できるようにするほか、分筆・合筆処理前の状態に一括で復

元できるようにすること。

⑧：業務

精度向上

分筆・合筆処理を誤った結果、多くの筆に対して閉鎖あるいは閉鎖解

除を行うことになると、入力漏れ等発生する可能性があるため。

分筆・合筆処理に関しては、他と異なる履歴の管理を行う。 質問 地方団体より、機能ID：0120270について、

分筆・合筆処理前の状態に一括で復元できるようにする機能を要件化してほしいとの意見がありまし

た。

つきましては、貴団体において上記機能要件の追加は必要でしょうか。

履歴が煩雑化する可能性が高いと考えます。また、現状、一括

して復元する機能の必要性を感じておりません。

賛成 一括で復元できることには賛成ですが、システム上可

能かどうかは不明です。

一括とは、自動でというニュアンスでよろしいのでしょうか。

自動で閉鎖フラグが解除されるのであれば便利かと思う

が、使用頻度から考えれば必ずしも必須とは言い難い。

解除処理の仕様は各ベンダー毎で多少異なるかもしれな

いが、解除処理時に複数の物件を選択し、同時に異動

できる程度でも十分かと思う。

要件化を希望します。以前のシステムでは職

員が入力ミスした時に、一つずつ履歴を消去し

て、修正をしていました。一括で復元できれば

事務負担が軽減されます。

自治体としてはあれば助かる機能ですが、必須ではあり

ません。

システム上の設計・対応が可能かどうかは自治体での判

断は困難なためベンダに確認いただきたいが、分筆・合

筆処理後に入力した情報を引き継ぐのは難しいものを

思われますので、できたとして処理後の情報は一切引き

継がず、単純に分筆・合筆処理前の状態に戻すのみと

思われます。そうなると処理後の情報の再入力漏れなど

も生じるおそれがあります。どの程度過去の分まで対応す

べきかの指定もないため、過年度分の修正の場合の影

賛成 追加されても支障はない

現行システム上は不可能だと思われる。改めて、誤って抹消してしまった筆

を登録する必要がある。

東京都は帳票要件にのみ準拠する方針であるた

め、回答を差し控えます。

意見 要件が追加されれば便利だと思うが、必ず

しもなくても問題ないです。

システム上運用可能かは未定。

不要 当市では追加は必要ないため、当初要件のままで問題ありませ

ん。

賛成 現行システムでは再分筆または閉鎖の取り消しによって

修正を行っている。特に合筆の処理を誤った場合、一

筆ずつ閉鎖を取り消した上で再度合筆し直す処理をし

ているため修正に時間がかかる。一括復元の要件化が

のぞましい。

その他 現行、分筆誤り、合筆誤りで個別に処理しており、一括復元

機能の要件化まで必要とは考えておりません。

市区町村の実務に関する事項のため、回答を控えます。 3 0 1
ベンダーから実装不可である旨の回答があり、地方団体からも「ベ

ンダーの実装要否に懸念がある」旨の意見や「必須ではない」旨の

意見を頂戴していることから反映しないことといたします。

188 120271 分筆・合筆処理に係る異動履歴を削除できること。 分筆・合筆処理に係る異動履歴を削除できること。その際、誤って必

要な履歴を削除した場合でも復元可能とすること。

⑧：業務

精度向上

誤って必要な履歴を削除した場合、納税義務者への説明に支障をき

たすため。

入力履歴の削除データを管理する。 報告 頂戴したご意見を踏まえ、機能ID：0120270の備考欄に以下のとおり追記します。

「機能ID0120269において、誤操作を想定した、閉鎖を取り消す異動（復活）を行える機能を

要件化しているが、一部事業者より、誤操作等による、閉鎖を取り消す機能（削除）を行える機

能を要件化してほしいとの意見があったため、標準オプションにて要件化した。」

賛成 承知しました。 賛成 賛成 東京都は帳票要件にのみ準拠する方針であるこ

とを申し添えます。

3 0 0 記載のとおり、備考書を追記します。

190 120001 地番管理において「合併地番」を管理入力できること。 いわゆる合併地番（ex：○番・●番合併１）を地番管理にて管理

入力ができること。

⑧：業務

精度向上

合併地番が正しい表記方法であるため，合併地番が表示できない場

合，証明や地番管理上不都合が生じるため。

合併地番を台帳上管理できるようにする。 質問 地方団体の意見で、合併地番による地番の管理入力が要件化されていないのではとの意見があり

ました。

貴団体において、

・合併地番（ex：○番・●番合併１）の入力を有する機会はありますでしょうか。

・また、地番については、数字だけでなく漢字（甲、乙、丙など）、半角アルファベット、ひらがな、カ

タカナ表記に対応できる。のなかに「・」を入力できることを要件化することで合併地番の出力を充足

できると考えていますが、ご意見があればお聞かせください。

以下のとおり回答します。

・合併地番（ex：○番・●番合併１）の入力を有する機会

はありますでしょうか。

→合併地番は入力するケースがあります。

・また、地番については、数字だけでなく漢字（甲、乙、丙な

ど）、半角アルファベット、ひらがな、カタカナ表記に対応できる。

のなかに「・」を入力できることを要件化することで合併地番の出

力を充足できると考えていますが、よろしいでしょうか。

→合併地が多い場合があることから、・だけの分割で管理できる

かは判断できません。

　ただし、文字列で所在地が管理できるようになれば問題ない

と考えます。

賛成 今は合併地番の表示は該当がありませんが、今後必

要となった時のため要件化に賛成です。

本市には合併地番の登録はないため、確かなことは言え

ないが、合併地番もあくまで地番表示の一種であるため、

左記にあるように登録するために足りない「・」等を定義す

れば足りると考えます。

合併の地番は存在します。また、地番に甲・

乙・丙も存在します。

浜松市において合併地番は管理しております。

お考えの入力方法で対応できると思いますが、入力可

能桁数等は注意が必要と思われます。

浜松市の実例では２８筆での合併地番が存在し、登

記上は次のような表記です。

「８４２番・８４３番・（中略）８６９番合併１」

中略部分は当然実際には地番が表記されています。

賛成 入力する機会はほぼない システム上、合併地番の入力を想定しております

が、左記要件化の是非については、東京都は帳

票要件にのみ準拠する方針であるため、回答を

差し控えます。

賛成 入力を有する機会あり。

よろしいです。

賛成 賛成 当市では該当がないため、入力の機会はありません。 その他 ・合併地番の入力は実際にされており、コード上、アルファベッ

トの「G」として定義しています。

・地番については、左記要件で充足できると考えます。

市区町村の実務に関する事項のため、回答を控えます。 5 0 1
反対意見もなく、ベンダーからも賛成意見を頂戴しているため、記

載の通りに反映します。頂戴して回答より、現状は「・」の追加の

みで問題ないと思慮しております。

191 6.4.x 固定資産税の農地等に対する減額機能 地方税法附則第29条の２の規定による減額措置について、差額に

相当する額を計算・更正できること。

①：地方

税法（法

律・政令・

省令）への

準拠・外部

機関

（eLTAX

等）への対

応

地方税法附則第29条の２の規定による減額措置について、特定市

街化区域農地（宅地並評価・宅地類似方式）の計算方法から一

般市街化区域農地（宅地並評価・農地方式）による計算による差

額分を減額・更正する必要があり，システム上対応する必要があるた

め。

システム上で課標計算及び差額分の算出及び減額更正が行えるよう

にする。

質問 地方団体より、地方税法附則第29条の２の規定による減額措置について、差額に相当する額を

計算・更正できること。について機能要件に追記してほしいとの意見がございました。

また、地方税法附則第29条の２の規定による減額措置について、特定市街化区域農地（宅地

並評価・宅地類似方式）の計算方法から一般市街化区域農地（宅地並評価・農地方式）によ

る計算による差額分を減額・更正する必要があり，システム上対応する必要があるため。

つきましては、本機能要件を標準オプション機能で追加することを検討していますが、ご意見があれ

ばお聞かせください。

賛成 標準オプション機能としていただいて問題ございません。 反対 当市は市街化区域農地がないためこの機能は不要

です。

本市は特定市ではなく、特定市街化区域農地の課税が

ないため、機能の必要性について判断できません。

本市においては、特定市街化区域農地は存

在しませんので必要ありません。オプション機能

でいいと思います。

システム上での対応は、税額計算の作りこみ（ベンダと

の調整）が相当複雑になるものと思われ、困難であると

思います。現状では手修正等による対応になるため、

必要性はありませんが、上記作りこみを除けばあれば助

かるものかと考えます。

賛成 賛成 本機能は必要と考えます。

なお、東京都は帳票要件にのみ準拠する方針で

あることを申し添えます。

賛成 特定市街化区域農地がある場合必要な

ため。

賛成 賛成 現行でもシステム化されており、必要と考えます。

市区町村の実務に関する事項のため、回答を控えます。 6 1 0

三大都市圏において、

地方税法附則第29条の２の規定による減額措置について、特

定市街化区域農地（宅地並評価・宅地類似方式）の計算方

法から一般市街化区域農地（宅地並評価・農地方式）による

計算による差額分を減額・更正する機能は必要と考えますので、

標準オプションとして要件化いたします。

また、ベンダ-から、標準機能として保持することはシステム上過剰

であるとの意見もございましたので、備考欄に減額の強制入力で

も可能であることを付記いたします。

279 120228 更正処理に際して、期別税額が再計算されること。その場合、到来済

みの納期限に係る期別税額ではなく、未到来の納期限に係る期別税

額が変更されること（税額がゼロとなるなど、到来済みの納期限に係る

期別税額の変更が避けられない場合を除く。）。

更正処理に際して、期別税額が再計算されること。その場合、到来済

みの納期限に係る期別税額ではなく、未到来の納期限に係る期別税

額が変更されること（税額がゼロとなるなど、到来済みの納期限に係る

期別税額の変更が避けられない場合を除く。）。

また、更正処理を行う際、更正開始期を選択できること。

⑧：業務

精度向上

公示送達を行う前に納期延長（更正開始期を手動で変更）し送付

先の調査をするため。

現行システムでは更正開始期を選択でき、合わせて調定年も変更で

きる仕様になっている。

質問 地方団体において、公示送達を行う前に納期延長（更正開始期を手動で変更）し送付先の調

査をするため、

「更正処理を行う際、更正開始期を選択できること。」

を要件化することを標準オプションで要件化することを検討しておりますが、ご意見があればお聞かせく

ださい。

賛成 標準オプション機能としていただいて問題ございません。 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 東京都は帳票要件にのみ準拠する方針であるこ

とを申し添えます。

賛成 賛成 賛成 賛成 居所不明などによる送達の遅延や更生処理などは突発的に

生じるため、いずれにおいても通知を納税者へ送付する時期

は異なることから、更正開始期（納期）の手動による設定は

必要と考えます。

市区町村の実務に関する事項のため、回答を控えます。 10 0 0
反対意見もなく、ベンダーからも賛成意見を頂戴しているため

「更正処理を行う際、更正開始期を選択できること。」

ことを標準オプションで要件化いたします。

281 120258 賦課状況照会画面において、共有者で検索した場合も、その共有者

が共有者グループに含まれている固定資産（区分所有を含む。）に

紐づく賦課情報を検索することができること。

賦課状況照会画面において、共有者で検索した場合も、その共有者

が共有者グループに含まれている固定資産（区分所有を含む。）に

紐づく賦課情報を検索することができること。

管理人で検索した場合も管理元の宛名についての賦課情報を検索す

ることができること。

また、機能ID120201に記載がある通り納税義務者に対して複数の

納税義務者番号がある場合、どの番号で検索しても紐づく賦課情報を

検索できること。

⑧：業務

精度向上

証明書発行の際、納税義務者番号の泣き別れによる発行漏れを防

ぐため。

現行システムでは納税義務者に複数の番号が付番されている場合、

番号同士を紐づける作業を行い、どの宛名で検索をしても紐づいてい

る賦課情報を検索できるようにしている。

質問 納税管理人で検索した場合、管理人の納税義務者についても検索できること。

また、0120258の下に

「賦課状況照会画面において、同一納税義務者で複数の納税義務者番号を保持している場合

で、関連付けを行っている（機能ID：0120258）納税義務者番号において検索できること。」を

標準オプション機能で要件化してもよろしいでしょうか。

その他、納税義務者の検索機能において必要な機能等、ご意見があればお聞かせください。

賛成 標準オプション機能としていただいて問題ございません。 賛成 賛成 ぜひともお願いします。必須でもいいぐらいで

す。

賛成 納税管理人だけでなく、代理人等についても、同様に、それらに紐づく納

税義務者が検索できるとよい

賛成 東京都は帳票要件にのみ準拠する方針であるこ

とを申し添えます。

賛成 賛成 当市で出した意見のため賛成です。反映していただきありがとうござ

います。

賛成 賛成 納税管理人に加えて、相続人や登記名義人(現所有者認定

により納税義務者を変更されている場合)から検索できること

は、相続の登記漏れを防ぐ面でも必要と考えます。

市区町村の実務に関する事項のため、回答を控えます。 9 0 0

反対意見もなく、ベンダーからも賛成意見を頂戴しているため、

・納税管理人で検索した場合、管理人の納税義務者についても

検索できること。

・「賦課状況照会画面において、同一納税義務者で複数の納税

義務者番号を保持している場合で、関連付けを行っている（機

能ID：0120201）納税義務者番号において検索できること。」

・相続人・登記名義人で検索した場合も、関連付けを行っている

納税義務者の固定資産（区分所有を含む。）に紐づく賦課情

報を検索することができること。

を要件化いたします。

417 120215 按分税額 今回追加された按分税額は実装必須要件に含めず、独立して標準オ

プション機能として欲しい。

⑤：過剰

な要件

　同機能の他項目に比べ明らかに重要度が低く必須とするには過剰で

あるため。

　実装するのであれば端数の扱いや同宛名内で持分割合が異なる場

合の対応を定めるべきであり、個別に機能IDを振るのが妥当と思われ

る。

　オプション機能となった場合は採用しない。 質問 地方団体及びベンダーより、「按分税額」の管理機能の実装区分は過剰であると、ご意見をいただき

ました。

つきましては、本機能要件を標準オプションへ緩和することを検討していますが、ご意見があればお聞

かせください。

賛成 標準オプション機能としていただいて問題ございません。 その他 按分税額は当市では不要 意見なし 賛成 賛成 問題ありません。 賛成 賛成 東京都は帳票要件にのみ準拠する方針であるこ

とを申し添えます。

賛成 賛成 本市では分割課税を行っていないため、標準オプションでよいと思

います。

賛成 賛成 回答なし

9 0 1 頂戴した意見やデジタル庁との検討の結果、按分税額はデータと

して保持しないこととします。

482 0120089の次 分棟・合棟処理において、合棟によって家屋番号が存在しなくなった家

屋については閉鎖とすること。

また、分棟・合棟処理に誤りがあった場合には、分棟により誤って作られ

た家屋番号の家屋については閉鎖とし、合棟によって誤って削除された

家屋番号の家屋については閉鎖を解除できるようにすること。

⑦：業務

効率化

土地の0120014の機能と異なり家屋の0120089の機能は標準オプ

ション機能で設定されているが、土地に0120267の機能が新たに標準

オプション機能として設定されたので、同様の機能を家屋にも設定する

ことで、家屋についても業務の効率化が図られるため

土地と同様の使用方法を想定 質問 地方団体より、

分棟・合棟処理において、合棟によって家屋番号が存在しなくなった家屋については閉鎖とすること。

また、分棟・合棟処理に誤りがあった場合には、分棟により誤って作られた家屋番号の家屋について

は閉鎖とし、合棟によって誤って削除された家屋番号の家屋については閉鎖を解除できるようにする

こと。

を要件化してほしいとの意見がございました。

意見団体に確認したところ、年間における同処理の件数は多くはない（十数件ほど）とのことでした

ので、標準オプションで要件化することの是非についてご意見いただければと思います。

賛成 標準オプション機能としていただいて問題ございません。 賛成 当市では近年実績はありませんが、分棟・合棟処理

を行う場合、当機能は必要だと思うので、要件化する

ことは賛成です。

賛成 賛成 標準オプション機能でいいと思います。 反対 件数が少ないため要件化の必要はない 賛成 東京都は帳票要件にのみ準拠する方針であるた

め、回答を差し控えます。

賛成 年間における同処理の件数は多くはないた

め、標準オプション機能で問題ないです。

賛成 賛成 賛成 処理件数は多くないが、あれば有用と考えます。 賛成

異論ありません。 10 1 0

反対意見も概ねなく、ベンダーからも賛成意見を頂戴しており、実

装により地方団体に不都合は生じえないと想定されることから、

分棟・合棟処理において、合棟によって家屋番号が存在しなく

なった家屋については閉鎖とすること。

また、分棟・合棟処理に誤りがあった場合には、分棟により誤って

作られた家屋番号の家屋については閉鎖とし、合棟によって誤っ

て削除された家屋番号の家屋については閉鎖を解除できるように

すること。

を標準オプションとして要件化いたします。

483 0120089の次の次 分棟・合棟処理に係る異動履歴を削除できること。 ⑦：業務

効率化

土地の0120014の機能と異なり家屋の0120089の機能は標準オプ

ション機能で設定されているが、土地に0120268の機能が新たに標準

オプション機能として設定されたので、同様の機能を家屋にも設定する

ことで、家屋についても業務の効率化が図られるため

土地と同様の使用方法を想定 質問 地方団体より、

分棟・合棟処理に係る異動履歴を削除できること。

を要件化してほしいとの意見がございました。

意見団体に確認したところ、年間における同処理の件数は多くはない（十数件ほど）とのことでした

ので、標準オプションで要件化することの是非についてご意見いただければと思います。

賛成 標準オプション機能としていただいて問題ございません。 賛成 当市では近年実績はありませんが、分棟・合棟処理

を行う場合、当機能は必要だと思うので、要件化する

ことは賛成です。

賛成 賛成 標準オプション機能でいいと思います。 反対 件数が少ないため要件化の必要はない 賛成 東京都は帳票要件にのみ準拠する方針であるた

め、回答を差し控えます。

賛成 賛成 記載に文言を追加していただけないでしょうか。ご検討をお願いしま

す。

賛成 賛成 処理件数は多くないが、あれば有用と考えます。 賛成

異論ありません。 10 1 0

反対意見も概ねなく、ベンダーからも賛成意見を頂戴しており、実

装により地方団体に不都合は生じえないと想定されることから

分棟・合棟処理に係る異動履歴を削除できること。

を標準オプションで要件化いたします。

484 120280 機能名称「共有者への納税通知書等発行」 機能名称「共有者等への納税通知書等発行」 ①：地方

税法（法

律・政令・

省令）への

準拠・外部

機関

（eLTAX

等）への対

応

0120280については、同項目の他の機能IDと異なり、共有者（共有

グループ）ではなく、相続による納税義務の継承者が複数人いる場合

を想定した機能であると思われる。この場合、継承者は準拠システムで

いう「代理人等」にあたるため、名称を「共有者等」とした方がよいと思わ

れる。

表現の見直し 質問 地方団体より機能ID0120280について、

機能名称「共有者等への納税通知書等発行」に修正してほしいとの意見がございました。

理由としましては、

同項目の他の機能IDと異なり、共有者（共有グループ）ではなく、相続による納税義務の継承者

が複数人いる場合を想定した機能であると思われる。この場合、継承者は準拠システムでいう「代理

人等」にあたるため、名称を「共有者等」とした方がよいと思われる。

とのことであり、修文した方が良いと考えましたので

「共有者等への納税通知書等発行」

と修正することとしたいと考えますがよろしいでしょうか。

賛成 問題ございません。 賛成 賛成 賛成 賛成 問題ありません。 賛成 賛成 東京都は帳票要件にのみ準拠する方針であるこ

とを申し添えます。

賛成 賛成 特に問題ありません。 賛成 賛成 賛成 異論ありません。

12 0 0 反対意見もなく、ベンダーからも賛成意見を頂戴しているため、記

載の通りに反映します。

494 0120116 なし 「用途変更年度」の項目追加 ④：現行

事務処理・

現行機能

の踏襲

用途変更したものを基準年度に評価計算し反映させるため 用途変更時に基準年度にあわせて評価額の見直しを行うため 質問 地方団体より、家屋において用途の変更があった場合に、評価替えの年に用途変更が行えるよう、

「用途変更年度」の管理が必要であるとの意見がございました。

貴団体において、用途の変更年度を管理する管理項目を有していますでしょうか。

また、本要件を標準オプションとして要件化することを検討していますが、よろしいでしょうか。

賛成 用途の変更年度を管理する管理項目を有しています。

標準オプション機能としていただいて問題ございません。

賛成 「用途変更年度」という管理項目は有していませんが、

評価替基準年度の用途変更を行い、評価替え計算

では、現在の評価額と評価替え年度の理論評価額

を比較し、据え置き判定ができるようになっています。

評価替え時における用途変更及び評価額の見直しが

できるのであれば、本要件を要件化することは賛成で

す。

管理項目なし

賛成

用途の変更年度を管理する項目は現行シス

テムではありません。

標準オプションでいいと思います。

賛成 有している。

要件化に賛成です。

賛成 賛成 次期システムにおいて用途変更年度の管理項目

を保持する予定です。

なお、東京都は帳票要件にのみ準拠する方針で

あることを申し添えます。

賛成 現状は機能を有していないが、あると便利

です。

賛成 賛成 用途変更年度に関する管理項目はありますが、評価計

算・評価替処理には連動していないただの管理項目で

あるため、想定している利用方法では無いと思います。

賛成 賛成 異論ありません。

10 0 0 反対意見もなく、ベンダーからも賛成意見を頂戴しているため、記

載の通りに反映します。

530 0120075 土地評価情報等に基づき、固定資産税の課税標準額の算出ができること。

平均負担水準を計算できること。

小規模・一般・非住宅の区分ごとに、自治体平均負担水準方式、類似土地

負担水準方式、みなし方式を選択して、課税標準額の算出ができること。

「自治体平均負担水準方式及び類似土地負担水準方式」又は「みなし方

式」のどちらかを選択して、物件ごとに、小規模・一般・非住宅区分の課税標

準額の算出ができること。

負担調整措置が適用される場合には、本則課税標準額と負担調整後の課税

標準額の算出ができること。

※固定資産税システム内に課税標準額の算出機能を実装することを想定して

いるが、土地評価システム側で同等機能を実装することも可とする。

「自治体平均負担水準方式及び類似土地負担水準方式」又は「み

なし方式」のどちらかを選択して、物件ごとに、小規模・一般・非住宅区

分ごとに適した負担割合を用いたの課税標準額の算出ができること。

を追記

①：地方

税法（法

律・政令・

省令）への

準拠・外部

機関

（eLTAX

等）への対

応

小規模・一般・非住宅ごとに、A:自治体平均負担水準により求めた

前年度課税標準額、B:類似土地の負担水準から求めた比準課税

標準額、D:自身の土地の実際の前年度課税標準額の3種類のうちい

ずれかを使用し、前年度課税標準額を算出した上で、課税標準額を

算出する必要があることから、区分ごとに負担割合を保持するだけでな

く、各区分ごとに適した負担割合を用いて前年度課税標準額を算出

できる必要がある。

本市ではみなし方式を採用していないため、必須機能である 質問 地方団体より、「現状の記載では同じ自治体内で物件単位に【自治体平均負担水準方式及び類

似土地負担水準方式】」又は【みなし方式」が指定できる。】と解釈する余地がある」とのご意見を頂

戴しました。つきましては以下のとおりの修正を検討しておりますが、貴団体の意見をお聞かせくださ

い。

【修正案】

土地評価情報等に基づき、固定資産税の課税標準額の算出ができること。

平均負担水準を計算できること。

「自治体平均負担水準方式及び類似土地負担水準方式」又は「みなし方式」のどちらかを選択し

て、物件ごとに、小規模・一般・非住宅区分の課税標準額の算出ができること。

負担調整措置が適用される場合には、本則課税標準額と負担調整後の課税標準額の算出がで

きること。

賛成 問題ございません。 賛成 本市は「みなし方式」を採用しているため、修正による影

響はない。

ただし、「自治体平均負担水準方式及び類似土地負担

水準方式」又は「みなし方式」を併用している自治体があ

るとすれば、それは許容されないということになるかと思うの

で、各自治体の運用方法を調査されても良いのでないで

しょうか。

賛成 賛成 問題ありません。 賛成 賛成 修正案の内容で問題ありません。

なお、東京都は帳票要件にのみ準拠する方針で

あることを申し添えます。

賛成 賛成 賛成 賛成

市区町村の実務に関する事項のため、回答を控えます。 10 0 0

反対意見もなく、ベンダーからも賛成意見を頂戴しているため、記

載の通りに反映します。なお、改めて頂戴した意見から、「物件単

位で方式を管理している自治体がいる」とのことですが、修正に伴

い、物件単位での課税標準額算出が不可とは解釈されない認

識です。

その他 事務局方針賛成 反対

F市 G市 H市 I市 J市 K市 デジタル庁A市 B市 C市 D市 E市



542 210001 所有者情報 ⑦：業務

効率化

保存登記のない表示登記のみの物件については、権利者情報がなく

所有者として氏名のみが記載されており、データ取込みした場合、格納

される場所がなく、表示されないため、課税台帳と照合ができない。

権利者情報とは別に表示登記のみの所有者氏名を搭載することによ

り課税台帳と照合する。

質問 地方団体より、

保存登記のない表示登記のみの物件については、本仕様書では所有者欄を管理できない

との意見がございました。

つきましては、表示登記のみの物件の所有者欄を管理するために

「所有者欄」

を標準オプションとして要件化することを検討していますがよろしいでしょうか。

賛成 標準オプション機能としていただいて問題ございません。 賛成 賛成 賛成 税システム上で厳密に表題登記所有者と権利部所有

者を分けて管理する必要があるのか不明です。「権利者

情報」欄にて管理する方法で差し支えないものと考えま

すが、あって困るものではありません。なお、登記情報欄

とはいえ単に所有者情報という名称では何を指すか混

乱を招くおそれがあるため「表題部所有者情報」という名

称ではどうかと考えます。

賛成 賛成 東京都は帳票要件にのみ準拠する方針であるこ

とを申し添えます。

賛成 賛成 賛成です。ID機能012002で要件としてあがっていた土地登記情

報をこの機能で管理するのがいいと考えます。

賛成 その他 現行本市では、表示登記の所有者を一旦権利者として登録

し、保存登記にて権利者の変更を行っています（表示登記の

所有者と保存登記の権利者が同一であることも多く、保存登

記により「異動事由：保存」で所有者の更新又は変更をして

いる）。

登記情報の取込機能（ID0120005,0120083）にて、表

示登記の所有者も税務システムへ取り込む必要はあると考え

ます。ただし、仮に保存登記がされなかった場合は、表示登記

で把握した所有者に課税することになるため、権利情報と分け

て所有者情報を管理する場合は、課税台帳マスタへの連携

を含め整理する必要があると考えます。

賛成 異論ありません。

10 0 1
反対意見もなく、ベンダーからも賛成意見を頂戴しているため、頂

戴した意見を踏まえ、「表題部所有者情報」を標準オプション機

能で要件化することといたします。

566 － 区分所有（マンション）の土地を管理でき、部屋ごとの使用用途によ

る住宅用地特例の設定や課税標準額及び税負担額の自動計算がで

きること。

※　共用土地に住宅用地と非住宅用地が混在している場合（いわゆ

る特定共用土地の場合）に、住宅・非住宅の割合を計算し、部屋ご

との使用用途に応じて各納税義務者の課税標準額及び税負担額を

計算できること。

①：地方

税法（法

律・政令・

省令）への

準拠・外部

機関

（eLTAX

等）への対

応

地方税法第352条の2第１項に規定されている特定共用土地に係る

各共用土地納税義務者に、使用用途に応じた課税を行うため。

共用土地に住宅用地と非住宅用地が混在している場合（いわゆる特

定共用土地の場合）に、賦課期日以降、住宅・非住宅の割合を計

算し、部屋ごとの使用用途に応じて各納税義務者の課税標準額及び

税負担額を自動計算できるようにするため。

質問 地方団体において、

共用土地に住宅用地と非住宅用地が混在している場合（いわゆる特定共用土地の場合）に、住

宅・非住宅の割合を計算し、部屋ごとの使用用途に応じて各納税義務者の課税標準額及び税負

担額を計算できる機能を要件化してほしいとの意見がございました。

つきましては、

区分所有（マンション）の土地を管理でき、部屋ごとの使用用途による住宅用地特例の設定や課

税標準額及び税負担額の自動計算ができること。

を標準オプション機能で要件化したいと考えていますがよろしいでしょうか。

賛成 標準オプション機能としていただいて問題ございません。 賛成 意見なし 賛成 賛成 問題ありません。 賛成 賛成 東京都は帳票要件にのみ準拠する方針であるこ

とを申し添えます。

賛成 賛成 ただし、左記情報については、土地課税台帳での管理は適さない

と考えます。（部屋ごとの情報を筆で管理する場合、部屋数分の

土地データを作成し、入力する必要があるため。）従って、課税状

況照会或いは名寄せ情報等において、管理することが望ましいで

す。

賛成 賛成 意見 特定共用土地について、機能ID0120203の要件の考え

方・理由に管理可能と記載がありますが、それとは別に本要

件の追加が必要ということでしょうか。

また、本要件は、部屋ごとあるいは区分所有者ごとに持分

割合に応じた土地課税台帳が作成でき、そのために共用土

地の使用用途による住宅用地特例の設定や課税標準

額、税額を部屋ごとに計算できる機能であり1.2.土地（補

充）課税台帳管理に追加されるということでしょうか。

記載頂いている質問内容だけでは詳細が把握できないた

め、判断致しかねます。

10 0 0

反対意見もなく、ベンダーからも賛成意見を頂戴しているため、を

標準オプション機能として要件化いたします。

区分所有土地を管理でき、部屋ごとの使用用途による住宅用

地特例の設定や課税標準額及び税負担額の自動計算ができる

こと。

※　共用土地に住宅用地と非住宅用地が混在している場合

（地方税法第352条の2第１項に規定されている特定共用土

地）に、住宅・非住宅の割合を計算し、部屋ごとの使用用途に

応じて各納税義務者の課税標準額及び税額を計算できること。

570 0120239 － 共有者への納税通知書等発行の発送区分のうち、

・共有者全員に対して納税通知書、課税明細書、納付書（共有者

の持ち分で按分した税額分）、更正（賦課）決定通知書、更正

（価格）決定通知を発行する際、納税通知書、決定通知書には、

税額とは別に括弧書き等で納付書に記載している「共有分の持分で

按分した税額」を併記できること。

⑦：業務

効率化

本市では、分割納付申請という制度を導入している。当該申請があっ

た場合に、本機能のように、共有者全員に納税通知書と納付書（共

有者の持ち分で按分した税額分）を送付しているが、今回追加する

機能（納税通知書に納付書（共有者の持ち分で按分した税額

分）の額を併記）がないと、誤送付と勘違し、住民からの問合せが多

くなることが予想され、それを防ぐため。

追加する目的は、納税通知書などに記載の税額と納付書に記載の税

額が不一致であることを明確にするためであり、納税通知書とは別にそ

のことが分かる文書を別に作成する方法でも差し支えない。

分割納付申請があった場合、共有者全員に対して、納税通知書及び

決定通知書に共有持ち分で按分した税額分を記載して、納税義務

者に送付する。

質問 地方団体から、機能ID0120239の機能要件について、納税通知書、決定通知書には、税額とは

別に括弧書き等で納付書に記載している「共有分の持分で按分した税額」を併記できること。を要

件化してほしいとの意見がございました。

この場合において、

納税通知は、全税額分を通知する必要があるので、納税通知書の税額欄は全税額分とするのが

適当である

と考えますが、住民から誤送付と勘違いされないよう、納付書（共有者の持ち分で按分した税額

分）の額を納税通知書の備考欄印字で対応し、標準オプション印字項目とすることを検討していま

すが、いかがでしょうか。

賛成 分割納付が認められているのであれば、標準オプション機能とし

ていただいて問題ございません。

賛成 賛成 賛成 賛成 問題ありません。 賛成 賛成 賛成 賛成 当市の現行システムでは共有者への按分税額等を併記することは

しておりません。今後も混乱を招く恐れがあるため、併記する必要

はないと考えており実装必須機能ではなく標準オプションでいいと思

います。

あわせて、三鷹市からも提案させてください。

共有者への納税通知書等発行の際、登記名義上の共有である

賦課と、現所有者としての共有である賦課の区別ができること。

の文言を追加を検討できないでしょうか？

賛成 賛成 本市においても申請により分割して課税していることから、必要

と考えます。

賛成 異論ありません。

12 0 0

反対意見もなく、ベンダーからも賛成意見を頂戴しているため、記

載の通りに反映します。なお、ベンダーの指摘のとおり、併記可能

条件を明示すべきであり、新規に追加する印字項目の備考欄に

以下の文言を追加することとします。

共有分（納税承継人）の持分で按分した税額を記載

568 0120227 減免について、減免類型ごとに、期割、月割のどちらにも対応することができ、

期別、月別の減免額を自動で算出できること。

減免について、減免類型ごとに、期割、月割のどちらにも対応することができ、

期別、月別の減免額を自動で算出できること。

また、任意の税額を強制的に減免できること（強制減免機能の実装）。

④：現行

事務処理・

現行機能

の踏襲

強制的な減免税額の入力を可能にしておかないと、災害対応など突

発的に生じた減免事務に迅速に対応できないため。

災害対応など突発的に生じた減免事務に迅速に対応するため。 質問 地方団体より、減免についての強制修正機能が必要であるとの意見がございました。

つきましては、上記機能は必要でしょうか。

機能ID：0120215では、「類型ごとの減免額については、強

制修正できること」が定義されています。税額の算出は人単位

で実施することから、こちらの機能要件で対応可能と考え、当

改訂案は不要と考えます。

必要

減免は被災状況の確認により、個々に対応する必要があ

る。

被害が広範囲であれば、当然納期延長の措置が取られ

るので、減免処理を急ぐ必要性はないと考えます。

不要。強制で修正する状況がイメージできませ

ん。

賛成 問題ありません 賛成 賛成 必要と考えますが、東京都は帳票要件にのみ準

拠する方針であることを申し添えます。

賛成 現状も強制的に修正していることがあるため、機能として必要である。賛成

現行システムでは機能ID120147にも記載した通り前年度の情

報を基に減免の内容も新年度へと反映させています。しかし、年度

中に減免申請の提出があったものや共有所有の中の一人が減免

対象者（この場合はその対象者の持分のみを減免する）のもの

については強制的に減免入力するしか方法がないので、機能追加

を強く希望します。

賛成 現行システムでも税額の直接入力ができる。

賛成 現行システムでは、機械処理で正しく税額が計算されないケー

スがあり、その場合、手入力しています。新システムにおいても

機械処理に対応できない事象が生じることを想定して、手入

力できる仕様にすべきと考えます。

市区町村の実務に関する事項のため、回答を控えます。 7 0 0

反対意見も概ねなく、ベンダーからも賛成意見を頂戴しており、実

装により地方団体に不都合は生じえないと想定されることから

「任意の税額を強制的に減免できること（強制減免機能）」

を標準オプション機能として実装いたします。

596 120147 特例率（軽減期間未経過分のみ）・期間、非課税について、前年度

情報を基に適用されること（みなし課税にも）

④：現行

事務処理・

現行機能

の踏襲

みなし課税含め、適用条件の入力漏れの可能性を軽減させるため。 新年度セットアップ時に、新年度の資産データに反映させておく。 質問 地方団体において、

特例率（軽減期間未経過分のみ）・期間、非課税について、前年度情報を基に適用されること

を要件化してほしいとの意見がございました。

事務局としては、機能ID：0120209、0120210において、特例・非課税関連類型関連情報を

管理（設定・保持・修正）できること。に包含される者であると考えておりますが、

機能ID：0120209において、

修正前：特例率について、必要に応じて対象年度内の年度ごとに異なる特例率を設定できるこ

と。

修正後：特例率について、対象年度内の年度に特例率を予め設定できること。また、対象年度

内の年度ごとに異なる特例率を設定できること。

を標準オプション機能で要件化することを検討していますがよろしいでしょうか。

機能ID：0120210において、

修正前：非課税の類型ごとに非課税関連情報を管理（設定・保持・修正）できること。

修正後：非課税の類型ごとに非課税関連情報を管理（設定・保持・修正）できること。

また、非課税について、対象年度内の年度に予め設定できること。

ことを付記することを検討していますが、いかがでしょうか。（修文等ございましたらご記載ください。）

賛成 概ね問題ございません。

機能ID：0120209において、変更案の表現が分かりづらいと

感じました。

特例率について、対象年度内の年度に特例率を予め設定でき

ること。また、対象年度内の年度ごとに異なる特例率を設定で

きること。

→(案)

「特例率について、対象年度内の年度に特例率を予め設定で

きること。また、対象年度が経過し異なる特例率を適用する場

合は、予め設定した特例率が自動で適用されること。」

等でいかがでしょうか。

賛成 「異動がある又は軽減期間満了の場合を除き、前年度

の台帳に登録された情報を自動で引き継ぐ（複写す

る）」という主旨で、要望されたのだと理解しました。

修正案の「予め設定できること」という文言から、上記の要

素まで読み取れるかというとやや疑問があるため、付記する

文言は少々修正した方が良いかもしれません。

賛成 最初に設定することで、年度をまたぐことによる

適用漏れを防ぐことができます。

賛成 ベンダが対応できるでのであれば問題ありません。 賛成 賛成 東京都は帳票要件にのみ準拠する方針であるこ

とを申し添えます。

賛成 その他 特例・非課税だけではなく減免も同様の機能が必要だと考えま

す。

当市の現行システムでは特例・非課税・減免について新年度の情

報は前年度情報を基に反映されるような仕様になっており、適用

期間終了後は名称を残して自動的に対象から外れるようになって

います。

賛成 賛成 台帳繰越等で次年度台帳を作成した際に、前年度から引き

続き適用される課税標準の特例等の情報の反映は必須と考

えます。

左記表現でベンダーに要件が正しく伝われば問題ありません。

賛成 異論ありません。

10 0 1

頂戴した意見を踏まえ、以下の文言を追記します。

次年度向け課税台帳を作成する際には特例および非課税情報

を継続して適用できること。（現年度と同じ特例または非課税が

適用されること。）

648 0120196 ・性別については、空欄とすることも許容する。 ・性別については、空欄とすることも許容する。

・生年月日については、空欄、もしくは「生年月日不明」とすることも許

容する。

⑦：業務

効率化

登記簿に記載されている住所や名前が古すぎて、生年月日を特定す

ることが困難なことがあるため。また、共有物件で代表者でない方や課

税がかからずに通知が必要ない方は、生年月日が必須ではないため。

システムで管理していない所有者へ移転があった場合は、住民票等で

生年月日を確認し、宛名を作成しているが、生年月日が不要と判断

した方に関しては、「生年月日不明」「特定の生年月日（本市では昭

和６０年５月５日）」を入力し、管理しているため。

報告 機能ID:0120196の備考欄に以下の記載を追加します。

・生年月日については、空欄とすることも許容する（住登外者の管理を想定したもの）。

「質問」の内容より、特定の項目（生年月日）のみ記載した

場合、不明な項目は空欄が許容されないと読み取れます。こ

のため、生年月日のみ記載するのは適切ではないと考えます。

他にもデータがない等の理由により、登録できない項目が想定

されることから、生年月日のみでなく、全体的に、不明な項目

は空欄とする、と記載いただいた方が望ましいと考えます。

賛成 賛成 東京都は帳票要件にのみ準拠する方針であるこ

とを申し添えます。

2 0 0

「生年月日の空欄」ではなく、「生年月日不詳」の方が好ましいの

ではないかとの意見を踏まえ、

「生年月日不詳を許容する機能」

を要件化いたします。


